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第３次芦屋市市民マナー条例推進計画（原案）への意見及び市の考え方

１ 募集期間：令和５年１２月１８日（月）から令和６年１月２６日（金）まで 
２ 提出件数：２人２０件 
３ 提出方法：持参０人、郵送０人、ファクス１人、ホームページ上の意見募集専用フォーム１人 
４ 意見の要旨及び市の考え方 
取扱区分 Ａ（原案を修正します）０件、Ｂ（ご意見を踏まえ取組を推進します）２件、 

Ｃ（原案に盛り込まれています）５件、Ｄ（原案のとおりとします）１３件 

№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

1
『第３次芦屋市市民
マナー条例推進計

画』 

P1 
(上段)

先ず、マナー条例という言葉
ですが、マナーと条例とは相
反する言葉でよくないです。
条例という言葉を使うのな
ら、マナーと異なる言葉を使
ってはどうですか。 

D 

「芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確
保に関する条例」は、その目的にもありま
すように、市民生活において、特に迷惑と
なる行為について必要な事項を定めるもの
であり、一人ひとりがその内容を遵守する
ことにより住みよいまちを目指すことや、
本条例制定時、先行自治体の動向も参考に
しながら、その内容を少しでも分かり易く
表現したいという思いから「市民マナー条
例」を通称とした経緯がございます。 
この「市民マナー条例」を制定して 17 年が
経過し、市民の皆様に浸透していると考え
ますことから、引き続き、この通称を用い
てまいたいと考えております。 

（※なお、「市民マナー条例」の前身として、
ごみの投げ捨て（＝ポイ捨て）や犬のふん
の放置といった、生活環境の保全の観点か
ら他人に迷惑となる行為をやめ、お互いの
ために住みよいまちを目指しましょうとい
う趣旨のもと制定された「芦屋市空き缶等
の散乱防止に関する条例（通称：ポイ捨て
禁止条例）」がありましたが、この「ポイ捨
て禁止条例」では迷惑行為に対する罰則等
はなく、残念ながら状況の改善が進まなか
ったことや、歩きたばこ等の迷惑行為も問
題となっていた情勢を踏まえて、これら迷
惑行為の対象を広げ、かつ一部の行為に罰
則を規定するため、この「市民マナー条例」
が制定された背景があります。）
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№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

2
『第３次芦屋市市民
マナー条例推進計

画』 

P1 
(上段)

市民憲章の前文には、「守
り」、「迷惑」、「反省」、「規律」
の言葉がありますが、憲章の
前文に相応しくないように
思う。憲章というのは、国で
言えば、憲法に当たると思い
ますが、憲法には、国民の「権
利」が書かれています。もっ
と、市民の権利を書いてほし
いです。 
また、芦屋市民憲章の４つの
言葉は統治型傾向（トップダ
ウン型）であり、私は自治的
傾向（ボトムアップ型）が良
いと思います。そうすること
によって、住民と行政との信
頼関係の構築ができると思
います。 
「国際文化住宅都市」とは、
芦屋市内を歩いていても、よ
くわからないです。また、憲
章が制定された当時、「文化
住宅」とは木造賃貸アパート
を意味していたように思う。

D 

本計画に関する直接のご意見ではありませ
んが、本市の市民憲章は、市民の皆様が自
ら規律する規範を定めたものであり、道徳
的規範に近い側面を持っているものでござ
います。 

3 『市民マナー条例と
は』 

P1 
(下段)

この条例の目的は「清潔で安
全かつ快適な生活環境を確
保する」ことが目的のようで
すが、私は「愛想のある街」
が一番だと思います。清潔で
安全な街でも、愛想のない街
は面白くないです。 C 

本計画の基本理念であります「芦屋を愛し、
環境にやさしい心、健康的な心、美しい心
を育む」とは、まちの環境美化にとどまら
ず、人とのつながりやまちを大切にする心
を育てることをコンセプトとしており、こ
れにより、一人ひとりがまちを愛し、他人
を思いやることを心がけ、それを行動につ
なげることによって市民マナー条例の目的
を実現しようとするものであります。頂き
ましたご意見は、本計画が目指している理
念に含まれているものと考えております。
（計画 P4下段・計画P5 上段参照）

4 『市民マナー条例と
は』 

P1 
(下段)

この条例は迷惑行為の禁止
を命ずるものですが、私自身
は「スルナ（禁止）」とか「セ
ヨ（命令）」とかいうのは苦
手です。もっと対話的な方
法、説得的な方法、自治的な
方法はないのでしょうか。考
えてほしいです。

D 

罰則を規定するためには、行為の内容やそ
の行為に対して科される刑罰を予め明確に
規定する必要がありますことから表現して
いるものでございます。 

5 『市民マナー条例と
は』 

P1 
(下段)

「違反者ゼロ」を目指してお
られるようですが、ホントに
「違反者ゼロ」になったとす
れば、恐ろしい社会です。
少々の違反者がいる社会の
方が健全ではないですか。あ
まりに完全をめざさない方
がいいと思います。「違反者
ゼロ」社会って、ファシズム
社会ではありませんか。

C 

目標として「違反者ゼロ」を目指しており
ますが、その手段として、SNS等による通
報や監視などによらず、周知・啓発を継続
することにより、皆様一人ひとりがまちを
汚さないという意識の醸成を図ることで実
現していきたいと考えております。（計画
P4 下段参照） 
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№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

6 『市民マナー条例と
は』 

P1 
(下段)

「歩行喫煙」が 2007 年には
＜努力義務＞であったが、
2013 年にはより強く＜禁止
＞になっていますが、何があ
ったのでしょうか。 

Ｄ 

2013 年当時は既に市内４駅周辺を喫煙禁
止区域として指定しておりましたが、その
他の地域におきまして、ポイ捨てや歩きた
ばこの危険性への対処を求める声が多かっ
たことを踏まえまして、努力義務から義務
へと改正した経緯がございます。

7
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

第８条の「喫煙禁止区域」の
解除もありえることも掲げ
ておいてほしい。 Ｄ 

喫煙に関するご相談はいまだに多く、現時
点において各喫煙禁止区域とも解除できる
状況には至っておりませんが、喫煙禁止区
域の指定を解除することを想定した条文の
規定はございます。

8
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「喫煙禁止区域」外の喫煙に
ついて、10 条の関係で、「吸
い殻入れ」の持参を呼びかけ
る。

Ｂ 
過去にはイベント実施時に、携帯灰皿をお
配りしていた時期もございますので、今後
の取組として、頂きましたご意見も参考に
させていただきます。

9
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「吸い殻」を見つけたとき
は、なるべく拾うように呼び
かける。（私はなるべく、そ
うするようにしています。）

C 
市民マナー条例の趣旨をご理解のうえ、ご
協力いただきありがとうございます（計画
P4 下段・問３参照）。 

10
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（10 条）空き缶の放置禁
止」について―――空き缶の
回収責任は、第１には製造者
にあります。それゆえ、空き
ペットボトル１個につき、
10 円か 20 円で製造者が引
き取ると言えば、街なかか
ら、すぐに無くなるのではな
いでしょうか。このような条
例をつくるより、製造者責任
を求めてほしいです。

D 

空き缶等には、空き缶に加え、ティッシュ
ペーパー、ガム等様々なものが含まれます
が、お互いのために住みよいまちを目指し
ましょうという市民マナー条例の趣旨から
も、これらのごみは各家庭に持ち帰り適切
に処分いただくことを前提に、引き続き、
皆様一人ひとりがまちを汚さないという意
識の醸成を目指し、周知・啓発に取り組ん
でまいります。（問１※参照） 

11
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（11 条）回収容器の設置、
管理義務」―――自動販売機
そばの回収容器がいっぱい
で、空容器入れが溢れている
ことがあります。業者に頻繁
に回収するよう要請しては
どうですか。

Ｂ 

ご指摘の取組につきましては、今後の参考
とさせていただきます。 
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№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

12
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（12 条）飼い犬のふんの放
置禁止」―――なかなか難し
い問題です。タバコの吸い殻
と違い犬のふんの放置はそ
の家の人の感情を刺激する
のでしょう。市にそのような
相談があったとき、T字型の
もう少し、分かりやすい文言
の小さな立て札を届けたら
どうですか。そして、その時
に、その人の言い分をよく聞
いてあげたらどうでしょう
か。少しは気分が落ち着くの
ではないでしょうか。また、
飼い犬の仲間に集まっても
らって、相談してはどうです
か。

Ｃ 

引き続き、お困りごとに対しまして、個別
の事情に沿った対応に努めてまいります。
（計画 P５下段『重点２』参照） 

13
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（13 条）夜間花火の禁止」
禁止花火の種類は書かれて
いますが、やってよい花火は
書かれていません。例えば線
香花火などはいいのではな
いのですか。やってよい花火
を例示して、書いてほしいで
す。 

D 

市民マナー条例で規定する花火とは、条例
第2条第 1項第 5号に規定する花火を指し
ており、この規定の対象とならない花火（線
香花火等の手持ち花火）は使用していただ
いて構いませんが、使用される場所により、
禁止の対象やその時間帯も異なりますこと
から、使用される際は直接その場所の管理
者へお問い合わせいただくようお願いしま
す。（計画 P7参照）

14
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（14 条）落書き禁止」 
私の家の近所に新築家屋の
工事現場がよくあり、新しい
家屋ができているのですが、
その多くが、塀が高いです。
歩いていても、何の風情もあ
りません。その家の人は快適
なのでしょうが、これが快適
な街並なのか。１メートル以
下の塀にして、その上は生垣
にしてほしいです。街の人と
の対話を拒否しているよう
に見え、私には感じ悪く見え
ます。条例で何とかならない
のですか。そして、高い塀に
は「壁画」を書いてほしいで
す。ＮＨＫの「世界の街歩き」
の番組で見たことがありま
す。

D 

塀の高さなど建築規制に関するものは、市
民マナー条例で規定するものではございま
せんが、本市では、景観法等に基づく指導
として、塀の高さを人の目線以下とするこ
とや植栽等と組み合わせることなど、柔ら
かな沿道景観を形成する取組を始めており
ます。 
また、全市的な取組とは別に、地域の皆様
の合意のもと、独自の基準をつくって規制
をかけることも可能です。
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№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

15
『市民マナー条例禁
止区域図・取組内

容』 
P2 

「（15 条の 3）バーベキュー
等禁止区域の指定」 
禁止区域以外のバーベキュ
ーは許可なのでしょうか。そ
もそも、禁止区域設定の理由
はなんでしょうか。屋外でバ
ーベキューをやりたいのな
ら、アルコール禁止でやらし
てあげたらどうでしょうか。
もっと、気さくでオープンな
バーベキューパーティーに
すればいいのではないか。

D 

禁止区域につきましては、バーベキュー等
を行う際に発生する、ごみの投棄・散乱、
騒音や煙・悪臭による近隣の生活環境への
影響に配慮して指定しておりますことか
ら、アルコールの有無を問わず、禁止区域
内での行為そのものを禁止しているもので
す。 

16

『相談件数の推移と
現状』 

『第３次推進計画 
重点施策』 

P3 
(上段)

P5 
(下段)

「重点施策」―――（重点１）
喫煙、（重点２）犬のふん啓
発の強化のようですが、喫
煙、犬のふんに関する市民の
認識が深まる方向で取り組
んでほしいです。 
（重点３）子どもへの教育３
ページの「年代別過料対象者
数」によると、10 代→20 代
で一気に増えていますが、こ
れは何が原因なのでしょう
か。大人の意識の反映ではな
いでしょうか。大人自身が条
例違反をほんとに反省して
ないからではないかと、私は
推測します。大人の条例への
理解の深化が求められてな
いでしょうか。

C 

前段の重点 1及び重点２につきましては、
本市としても「集中」して取り組むべき課
題であると認識しております。 
また、後段の重点 3につきましては、まず
は、未来を担う 10 代（以下の世代も含む）
の小・中学生への周知・啓発に注力し、結
果として、その周りの方への効果の波及を
求めていきたいと考えております。（計画
P5 下段参照） 

17
『第３次推進計画 
基本理念・基本目
標・取組の柱』 

P5 
(上段)

P5「第３次推進計画―基本
理念（芦屋市を愛し、環境に
やさしい心、健康的な心、美
しい心を育む）」 
芦屋市愛、やさしい心、等は
個人の内面の問題で、基本的
には個人の自由に属するこ
とですので、行政が関与すべ
きではないと私は思います。
芦屋市はもっと外面的整備
に注力を注いでほしいです。
そういう意味では「愛国心」
という言葉にも反対です。

D 

まちをきれいにするのもまちを汚すのも人
でありますことから、住みよいまちの実現
と快適な生活環境の維持・向上の実現には、
啓発看板の設置や巡回指導等の外面的整備
と、一人ひとりが住みよいまちにしていく
意識の醸成といった内面的整備との両方が
必要と考えますことから、第３次推進計画
におきましても、引き続き、この基本理念
を設定したものでございます。 
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№ 項目 該当
箇所 市民からの意見 取扱

区分 市の考え方 

18 『第３次推進計画 
重点施策』 

P5 
(下段)

5 頁「コインパーキング利用
者の喫煙に関する相談」につ
いて、コインパーキングの利
用者に限らず、部外者が無断
で立ち入って喫煙に及ぶも
のも多いのですから、そもそ
も管理者の手に負えるもの
ではありません。 
なので管理者に利用者へ向
けた啓発を依頼するだけで
なく、私有地であっても管理
者が望めば禁止区域に指定
し、過料を徴収できるように
条例を改正すべきです。 
警察との連携も必要になっ
てくるでしょう。

D 

市民マナー条例では「喫煙」を、公共の場
所において規制しております。 
コインパーキング等につきましては、私有
地であることから、協力のお願いにとどま
るものと考えております。 

19 『第３次推進計画 
重点施策』 

P5 
(下段)

5 頁「工事現場関係者の喫煙
に対する相談」について、市
が発注する工事については
路上喫煙を契約に加え、違反
業者は指名停止等の制裁を
科すべきである。

D 

公共工事につきましては、市民マナー条例
のパンフレットをお渡しし、喫煙禁止区域
等の周知・啓発に努めているところですが、
指名停止等の措置までは考えておりませ
ん。 

20 『第３次推進計画 
施策一覧②』 

P6 
(下段)

6 頁「喫煙指定場所の周知と
整備」は削除すべき。市が煙
ダダ漏れの喫煙所を設置し
続ける限り、喫煙者は受動喫
煙を生じさせない配慮を理
解し得ないのであるから、喫
煙所は全て撤去すべきであ
る。 

D 

市民マナー条例では、たばこの火が子ども
の目線と同じ高さであり危険であるとの認
識から、特に多くの人の集まる駅周辺での
喫煙行為を禁止し、併せて、当時課題とな
っていましたポイ捨て問題の解決のため、
この喫煙禁止区域内に公共の喫煙指定場所
を設けております。 
その設置場所につきましては、長年にわた
る地域の皆様との協議により決定しました
経緯がございますことから、今のところ、
移設や廃止の考えはございません。


